
●法法令令ににののっっととっったた適適正正なな取取引引ののたためめにに ～適切な本人確認と疑わしい取引の早期発見のためのチェックフロー～
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【注意するポイント】

□契約を急ぐ

□言葉遣いが粗暴・不自然

□落ち着きがない

□その他、サングラスを外さないなど

外見・挙動が不自然

お客様からのアプローチ お客様の種類確認

≪なりすましの疑い≫

□当初提出の本人確認書類の写真と来

店者が違う

≪本人特定事項を偽っていた疑い≫

□当初提出の本人確認書類に疑わしい

記載や再確認すべき記載がある

★いずれかひとつでもチェックが入る

場合は、再度の本人確認を行う

【注意するポイント】

□説明を聞かない、契約を急ぐ

□短期の契約に不自然にこだわる

□解約の手順、解約金等に不自然にこだわる

□取引の秘密に不自然にこだわる

□本人確認の実施を逡巡する

□当局への届出を行わないよう依頼、強要、買収等を

する

（
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【注意するポイント】

□申込用紙の記入を拒む

□記入すべき項目の十全な記入を逡巡・拒否する
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≪申込書等の項目（例）≫

◆個人との契約の場合

・申込者氏名

・私書箱の宛名（受取名義）

・生年月日、年齢

・性別

・申込者住所

・申込者電話番号（自宅、携帯）

・申込者 E-mail（自宅、携帯）

等

≪申込書等の項目（例）≫

◆法人との契約の場合

・申請法人の名称

・申請法人の代表者氏名

・取引担当者氏名

・私書箱宛名（受取名義）

・連絡先住所

・連絡先電話番号（本社、担当者）

・連絡先 E-mail（本社、担当者）

等
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≪以下の両方を満たす≫

□既に本人確認を行った

□当該本人確認記録が保管されている

≪かつ、以下のいずれかを満たす≫

□記録と同一人物であることを示す書

類等の提示または送付を受けた

□記録されている本人しか知り得ない

事項等の申告を受けた

□顧客と面識があるなど、同一人物で

あることが明らかである
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≪対面取引≫

□法人の確認書類の原本の提示を受ける

□取引担当者の本人確認方法は上記個人との契約に準ずる
★提示を受けた際に本人確認書類の写しを控えておくことが望ましい

≪非対面取引≫

□法人の確認書類の写しの送付を受け、確認する

□取引担当者の本人確認方法は上記個人との契約に準ずる

□法人と取引担当者との両方の本人確認書類に記載の住所に、

取引関係文書を転送不要郵便で送付し、所在を確認する
★本人確認書類は複数の種類の提示・送付を受けるのが望ましい

個人との契約

法人との契約

≪対面取引≫

□原本の提示を受けるだけでよいものの提示を受ける

□提示を受け、かつ記載住所に取引関係文書を転送不要郵便で

送付する必要があるものの提示を受ける
★提示を受けた際に本人確認書類の写しを控えておくことが望ましい

≪非対面取引≫

□本人確認書類またはその写しの送付を受け、確認する

□上記書類に記載の住所に、取引関係文書を転送不要郵便で送

付し、所在を確認する
★本人確認書類は複数の種類の提示・送付を受けるのが望ましい
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【注意するポイント】

全般

□書類の提示・送付を不自然に逡巡する、強く拒む

□コピー、保管を不自然に逡巡する、強く拒む

□内容の不備への対応を不自然に逡巡する、強く拒む

□その他提示・送付に際して不自然な点がある

本人確認書類の内容

□顔写真が本人と一致しない

□発行日が不明瞭

□本人確認書類間の内容に相違がある（複数提示の場合）

□内容の相違の説明をしない、説明内容が不自然

本人確認書類と申込書類等の内容

□申込用紙等と本人確認書類との内容に相違がある

□内容の相違を説明しない、説明内容が不自然

サービスを利用したいお客様が、事業者

に問い合わせをしてきます。

問い合わせの方法は、事業者によって、

いくつかの種類があります。

問い合わせをしてきたお客

様を、新規の利用者か、すでに

契約したことのある利用者か

を、過去の契約書等から判断し

ます。 

お客様から申込用紙等に必要事項を記

入してもらいます。用紙のフォーマットは

事業者が自由に用意するものです。 
 

「本人確認記録（雛形）」をご利用ください。 
★契約の終了・解除の日から 7 年間の保管

が義務。 
 

★取引の行われた日から

7 年間の保管が義務。 
「取引記録（雛形）」をご

利用ください。 

「疑わしい取引の届出用

紙」をご利用ください。 

「注意するポイント」にチェックがつく場合

は、契約後の取引の様子にもとくに注意しま

しょう。 
★疑わしい取引の届出も義務のひとつです。 
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★自動更新の場合も、定期的な

サービス内容の確認や本人

確認が望まれます。 


